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　１２月１３日、国連総会で障害者の権利条約が採択されました。

　今回採択された条約は、全文と本文５０条、付属文書からなっています。条約の神髄は、全ての人に保障される人権が障害者にも等しく保障され、障害者の社会参加を進めるよう努めるというものです。例えば、移動や情報入手の場面で障害者が不利にならないよう環境を整備すること、障害児が教育を受ける機会を平等に持てるようにすること、雇用における差別を禁止することなどがあげられます。

　今後、２０カ国以上の国が批准することによってこの条約は発効します。
　今回講師としてお呼びする長瀬修さんは、国連における障害者の権利条約の議論に長く関わってきました。障害者の権利をめぐって何が議論されてきたのか、国際的な障害者運動・障害者政策の動き、日本における障害者政策がどのように変わっていくのか（変わっていかなければならないか）などについてお話しを伺いたいと思います。








主催　障がいのある人のためのセイフティネット会議・北海道（略称：ＰＡ北海道）

後援　北海道、札幌市（申請中）、北海道社会福祉協議会、札幌市社会福祉協議会（予定）、

　　　つくろうネット、DPI北海道、日本自閉症協会北海道支部、JDDネット北海道

　　　北海道知的障がい福祉協会、北海道手をつなぐ育成会、札幌市手をつなぐ育成会

　　　北海道精神障害者社会復帰施設協議会

連絡・問合先　ＰＡ北海道　事務局　喜来（きらい）

　　　　　　　　　　　　　Tel　011-836-1551　Fax 011-836-1552
あて先ＦＡＸ　011-836-155２
長瀬修さん講演会・参加申込書
・講演会に参加を申し込みます。
	お名前
	連絡先
	所属等

	参加希望日（どちらかに丸を付けてください）
　　・２２日（月）１8：30～　　　　　　・２３日（火）10：00～

	該当するものがあれば○を付けてください。

　・手話通訳希望　　・要約筆記希望　　・車椅子使用（手動・電動）　・その他（　　　　　　　　　）

	講演会などについて、何かご意見等ありましたらお書き下さい。




 《講師》長瀬修　東京大学大学院経済学研究科特任助教授


 　1983年から3年間、青年海外協力隊員としてケニアのジョモケニアッタ農工大学にて日本語講師として勤務。1987年から八代英太参議院議員（当時）公設秘書を5年間務め、障害者インターナショナル（DPI）アジア太平洋ブロック議長など、同議員の障害分野での国際的活動を担当した。1992年からは国連事務局障害者班専門職員として、ウィーンとニューヨークで勤務し、NGO（非政府組織）との連絡、基金の事務、事務総長報告起草などを担当した。1995年には、オランダの社会研究大学院（ISS）にて、代替開発戦略の政治学で修士号を取得した。同年末に帰国後は障害学（ディスアビリティ・スタディーズ）の推進に取り組み、1999年に障害学研究会を立ち上げ、2003年10月には先端科学技術研究センターで障害学会設立総会を開き、呼びかけ人として、障害学会の理事、事務局長に就任した。


 東京大学には、2002年4月に着任し、先端科学技術研究センターにて、特任助教授としてバリアフリープロジェクトに取り組み、2006年4月から現職。





 著書：『国連障害者の権利条約』（川島聡と共編著、明石書店、2004年）、『障害学への招待』（石川准と共編、明石書店、1999年）、『障害学を語る』（倉本智明と共編、エンパワメント研究所、2000年）、他
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